
第１４３７回例会１２月１５日（金）地区 R財団 招聘卓話   ホテルモリノ 

第１４３８回例会１２月２２日（金）クリスマス家族会    ホテルモリノ 

第１４３８回例会 １月１２日（金）理事役員会       ホテルモリノ 

 

 

【開会点鐘】                     青戸 慶太 会長  

【S. A. A】                    志村 幸男 委員 

【 例 会 場 】                                ホテルモリノ 

【 ソ ン グ 】     ロータリーソング『それでこそロータリー』 

【本日のお客様】◆重松 純 様 川崎市麻生消防署 署長 

【会長報告】       青戸慶太 会長 

１．ガバナー事務所より、 

〇『Rotary』誌（英文）値上げのお知らせ 

が届いております。2024 年 1月から 

半期＄１２ → 半期＄１８ 

〇2026-27年度ガバナーノミニー候補者推薦依頼が届いて

おります。 

２．川崎市麻生消防署より、『消防出初式』のご案内が届い

ております。 2024 年 1 月 6日（土） 10:00～11:20   

麻生水処理センター「あさおふれあいの広場」 

【幹事報告】        中山隆弘 幹事 

★例会変更   

○川崎高津ＲＣ ・1/4(木) 休会 

・1/11(木) 賀詞交換会  

・1/25(木) 夜間例会 

○川崎ＲＣ ○川崎中央ＲＣ 

★２２日のクリスマス会の会費を受付けております。また、

プレゼントを来週、お持ちください。 

【年次総会】                 青戸慶太 会長 

クラブ細則により 2023年度の年次総会を開催致します、 

〈総数〉 会員数：26名  出席者：20名 委任状提出： 4名 

※条件をクリアしておりますので、総会は成立いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

〈次年度役員および理事の選挙〉 

報告：宇津木 茂夫 指名委員会委員長 

本日をもって異議の申し立てはなく、 

成立いたしました。 

2024-25年度理事役員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

挙手による選挙：賛成が過半数につき、可決いたしました。 

【出席委員会】           鈴木豊成 副委員長 

例会 会員 出席 欠席 修正 出席率 

1436回 26 20 6  77％ 

1435回 26 19 7 4 88.5％ 

1434回 26 18 8 3 80.8％ 

 

 

 

 ［例会日］第 1・2・3・4金曜日 12：30〜13：30［例会場］ホテルモリノ新百合丘 7F TEL：044-953-5111 

※第 5金曜日 休会  連絡先：川崎麻生ロータリークラブ事務所 TEL：044-951-1322 

第 1436 回 例会記録 2023 年 12 月 8 日（金） S.A.A.委員長 長瀬 敏之 
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【各委員会寄付】  

委員会 第 1436回(件数) 合 計 

ニコニコ委員会 17件 ￥17,000 

R財団委員会 3件 ￥45,400 

米山記念奨学会 4件 ￥45,000 

【ニコニコ委員会 メッセージ】   鈴木憲治 クラブ奉仕委員長 

◇碓井美枝子会員【重松署長よろしくお願いします】 

◇宇津木茂夫会員【重松署長ようこそ。卓話宜しくお願いします】 

◇圓城寺広明会員【署長よろしくお願いします】 

◇大野勉会員【今年も残り少なくなりました】 

◇梶俊夫会員【重松署長 ご苦労様です。本日宜しく】 

◇志村幸男会員【重松署長さんようこそ】 

◇鈴木昭弘会員【同上】 ◇鈴木憲治会員【同上】 

◇長瀬敏之会員【重松署長 卓話有難うございます】 

◇八木千春会員【先週の卓話、準備不足で申し訳ございませ 

んでした】 

◇青戸慶太会長 ◇梅澤馨会員 ◇親松明会員 

◇佐々木範行会員 ◇鈴木豊成会員 ◇山下俊也会員 

◇蓬田忠会員      以上、ご協力ありがとうございました。 

【R 財団委員会 メッセージ】   鈴木昭弘 国際奉仕委員長 

◇木村良三会員会員【仕事の都合で欠席いたします。寄付振 

込いたします。】 ◇宇津木茂夫会員 ◇梅澤馨会員  

ご協力ありがとうございました。 

【米山記念奨学委員会 メッセージ】      蓬田忠 委員長 

◇木村良三会員会員【仕事の都合で欠席いたします。寄付振 

込いたします。】 ◇宇津木茂夫会員 ◇梅澤馨会員  

◇志村幸男会員         ご協力ありがとうございました。 

【招聘卓話】 川崎市麻生消防署 署長 重
しげ

松
まつ

 純
じゅん

 様 

〈土砂災害について〉  

 

 

 

 

 

皆様には日頃から消防署の業務にご理解とご協力を頂き、

お礼を申し上げます。本日は土砂災害についてお話をさせ

て頂きます。平成 26年-27年に、総務局の危機管理室、初

動対策担当に出向しておりました。その時に防災に関して

の事項として土砂災害を担当しました。 

麻生区は急傾斜地が多いのはご承知だと思います。そこで、

土砂災害に対しての一般的な知識を持って頂き、お知り合

いの方と土砂災害等について話し合う際にご参考になれば

と思います。 

１ 土砂災害の実態と傾向 〈省略あり〉 

■土砂災害の種類 【要因】集中豪雨/地震/降雪/火山活動 

〈集中豪雨〉３種類 ①がけ崩れ ②土石流 ③地すべり 

①がけ崩れ 

・がけ崩れ（急傾斜地の崩壊）とは、雨や地震などの影響で

地盤がゆるみ、突然斜面が崩れ落ちる現象です。 

・現象としては局所的ですが、崩壊速度が極めて速いため

人命に直結する割合が非常に高いという特徴があります。 

②土石流 

・土石流とは、山腹、川底の石や土砂が大雨などにより水と

一緒に激しく流下する現象です。 

・時速 20から 40kmという速度で、周辺の木々や岩などを先

端部に巻き込みながら進み、人家や田畑、道路を一瞬のう

ちに壊滅させてしまいます。 

③地すべり 

・地すべりとは、地下水などの影響により、斜面を構成する

土塊が斜面下方にすべり、移動する現象です。 

・移動するスピードはゆっくりですが、広い範囲にわたって

地面が動くため、家や道路や田畑などが広範囲に被害を

受けます。 

■川崎市における土砂災害の状況 

過去１０年で２６件の土砂災害が発生しており、平均すると

年間約３件の土砂災害が発生していることになります。 

麻生区については、平成２５年度、２６年度、２７年度、２８年

度、令和元年度、２年度に発生しており、市内でも多い方と

なっております。 

２ 土砂災害ハザードマップ 〈省略あり〉 

■土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等 

土砂災害防止法とは 

「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進

に関する法律（通称：土砂災害防止法）」は、土砂災害から

国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域を明

らかにし、危険の周知、警戒避難体制の整備を図るとともに、

著しい土砂災害が発生するおそれのある区域については、

住宅などの建築制限といった対策を推進しています。 

砂災害警戒区域（イエローゾーン）とは 

急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命又は

身体に危害が生じるおそれがあると認められる区域であり、

危険の周知、警戒避難体制の整備が行われます。 

土砂災害特別警戒区域（レッドーゾーン）とは 

急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損壊が生

じ、住民等の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれが

あると認められる区域で、特定の開発行為に対する許可制、

建築物の構造規制等が行われます。 

 



■急傾斜地の崩壊に対する土砂災害警戒区域の指定基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■川崎市における土砂災害警戒区域等の指定状況 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

■土砂災害ハザードマップの見方（地図面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

■土砂災害ハザードマップの見方（啓発面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■土砂災害ハザードマップの活用方法 

手順 1  警戒区域、避難場所の確認 

・自分の家を確認しましょう。 ・土砂災害警戒区域等を確

認しましょう。 ・避難所と避難経路を確認しましょう。 

手順 2  情報の収集 

・防災情報の入手方法を確認しましょう。 

３ 災害時の避難体制等 〈省略あり〉 

自宅の危険性を正しく理解し、適切な避難行動をとることが重要 

① 情報の意味を知っておきましょう 

② 正しい情報を入手しましょう 自宅の状況に応じた避行

動を考えておきましょう 

③ 自宅の状況に応じた避難行動を考えておきましょう 

■気象台が発表する気象情報 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■市が発表する避難に関する情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■災害に役立つ情報 

●川崎市防災ポータルサイト（HPから） ●かわさき防災ア

プリ ●メールニュースかわさき「防災気象情報」 ●防災

行政無線・防災テレホンサービス ●神奈川県土砂災害情

報ポータル ●他（気象庁 HPなど） 

■状況に応じた避難行動  ■日頃の備え   〈省略あり〉          

 

 

 

 

 

 

行政区 土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域 

川崎区 ０ ０ 

幸区 ７ ５ 

中原区 ７ ６ 

高津区 ９７ ７２ 

宮前区 １６３ ９９ 

多摩区 １７１ １３６ 

麻生区 ３０４ ２３４ 

合計 ７４９ ５５２ 

 

 

 

 

 

長瀬 敏之 会員  

 

青戸 慶太 会長 

 

碓井 美枝子 委員長  

写真：宇津木 茂夫 副委員長 

【 四 つのテスト】  

 

【 閉 会 点 鐘 】  

 

【会報委員会】    
 

卓話を有難うございました  


